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国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区の通行止めについて 

【 通行止め解除 】 

令和３年８月１７日１６時３０分 

 

○令和３年８月１７日１１時１０分から全面通行止めを実施し

ていました国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区において、走行の安全が確

認されたため、本日１６時３０分をもって通行止めを解除し

ました。 

 

〇通行止め解除区間 

【国道１０号】姶良
あ い ら

市
し

重富
しげとみ

から鹿児島
か ご し ま

市
し

吉野町
よしのちょう

磯
いそ

までの間 

（延長＝約１１．３ｋｍ） 
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さかもと
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じゅんいち

 

         計画課長    松尾
ま つ お

 和敏
かずとし
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